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１．計画策定の趣旨 

（１）「地域福祉」とは 

地域福祉とは、誰もがさまざまな課題を抱えながらも住み慣れた地域で安心して自立した生

活が送れるよう、市民・福祉関係団体・社会福祉協議会・行政等がお互いに支え合い・助け合

いながら課題解決に取り組むことです。 

少子高齢化の進行や家族形態の変化、生活形態の多様化、地域社会の変容などにより、私た

ちを取り巻く環境は大きく変化しています。飯塚市（以下、「本市」という）も例外ではありま

せん。これまでは、「福祉は一部の困っている人を助け、支えること」と考えられてきましたが、

先に述べたような社会的変容により、誰もが支える立場や支えてもらう立場のどちらにもなり

得る時代となっています。 

社会の多様化に伴い人々の生活上の問題が複雑化し、その結果福祉に対するニーズが多様化・

複雑化する中、一人ひとりの福祉ニーズに対応し、幸せな生活を実現していくためには、公的

なサービスだけでなく、地域で互いに支え合い、助け合うことが必要となります。これからの

地域福祉は、支え合い、支えられる地域、誰もが住み慣れたまちでしあわせな生活を送ること

ができる「地域共生社会の実現」を目指していく必要があります。 

 

 

●●● 地域共生社会のイメージ ●●● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一人ひとりの暮らし 

●多様性の尊重 

●気にかけ合う関係

性 

●活躍の場づくり 

●安心感のある暮らし 

●働き手の創出 

●地域資源の有効活用 

●就労や社会参加の

機会の提供 

●民間企業による 

生活支援への参入 

誰もが役割をもてる地域共生社会 

様々な社会・経済活動 

農林漁業 環境 商工業 交通等 
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（２）地域福祉をめぐる社会動向 

①「地域共生社会」の実現 

高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤

が弱まってきています。人と人とのつながりが弱まる中、これを再構築することで、誰もが役

割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合うことで、孤立せずにその人ら

しい生活を送ることができるような社会としていくことが求められています。 

国では、地域住民同士が支え合いながら住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることがで

きる「地域共生社会」の実現へ向け、「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」が設置され

ました。世代・分野の枠の中でとどまったり、「支え手側」「受け手側」に分かれたりするので

はなく、地域のあらゆる主体が自分ごととして地域社会に参画し、世代・分野を超えて丸ごと

つながることで、地域共生社会の実現を目指す方向性が示されています。 

 

②持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

 2015（平成 27）年９月の国連サミットにおいて、先進国を含む国際社会全体の開発目標とし

て「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。ＳＤＧｓは、2030（令和 12）年まで

に世界中で達成すべき事柄として掲げられており、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、

17の目標と具体的に達成すべき 169のターゲットから構成されています。 

地方自治体の福祉施策推進においても、ＳＤＧｓという世界共通の目標を組込むことが求め

られています。 

 

③複合化する課題への対応 

近年、少子高齢化や核家族化、価値観やライフスタイルの多様化等により、地域住民同士の

関係性が希薄になり、これまで地域社会が果たしてきた助け合いの機能の低下が危惧されてい

ます。このような中、子育て世代、高齢者、障害のある人に対する支援だけでは対応しきれな

い、生活課題の多様化・複雑化（ひとり親家庭を含む生活困窮者の問題、社会的孤立、老老介

護、引きこもり、８０５０問題、ダブルケア、ヤングケアラー、虐待等）に伴い、制度の狭間

の問題が顕在化し、新たなニーズへの対応や課題解決へ向けた取組が求められています。 

 

④「重層的支援体制整備事業」の創設 

「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地域共生社

会推進検討会）」の最終とりまとめを踏まえ、重層的支援体制整備事業の創設などが新たに規定

された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が 2020（令和２）

年６月に公布されました。 

重層的支援体制整備事業は、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を

一体的に実施するものです。相談支援、地域づくりに向けた支援については、高齢者福祉や障

害福祉、児童福祉、生活困窮等の制度ごとに分かれている事業を一体的に実施していくことと

されています。 
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⑤地域福祉計画の努力義務化 

地域福祉計画の策定については、平成 30年４月の社会福祉法の一部改正により、任意とされ

ていたものが努力義務とされました。さらに、「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児

童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」と

して位置付けられました。 

 

 

 

 

 

地域福祉推進の理念を規定【法第 4条 2項関係】 

  

支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民

や福祉関係者が主体的に把握し、支援関係機関と連携して解決を図ることを目指す旨が

明記されました。 

 

市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定【法第 106条の 3第 1項関係】 

 

地域福祉の推進のために地域住民等や支援関係機関が相互協力を円滑に行い、地域生

活課題の解決に向け、包括的な支援体制づくりに努めることとされました。 

 

●地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

●住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談

に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制 

●生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課

題を解決するための体制 

 

地域福祉計画の充実【法第 107条関係】 

 

市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事

項を定め、「上位計画」として位置づけられました。 

 

 

 

  

改正社会福祉法の概要 
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（３）計画策定の目的 

本市では、平成 20年に「第１期飯塚市地域福祉計画」を策定して以降、「お互いを尊重し、

支え合い、助け合う 協働の地域づくり 誰もが安心して暮らせるまち」を目指し地域福祉を

推進してきました。平成 25年に「第２期飯塚市地域福祉計画」を策定し、第 1期の基本理念を

引き継ぎ、市民と行政が協働して地域福祉の向上に取り組んできました。 

その間、国においては、平成 28年 6月に「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、国

民の誰もが役割を持ち、活躍できる地域共生社会の実現を掲げ、社会福祉制度・分野ごとの「縦

割り」では解決できない課題（複合的課題、制度の狭間など）や社会的孤立・社会的排除へ対

応できるよう、地域の「つながり」や持続可能な地域づくりへ向けた基本方針が打ち出されま

した。 

本市では、高齢者・障がいのある人・子どもを中心に支援が必要な人々に対して、さまざま

な団体・関係機関等が行う支援の充実をめざし取り組んできました。しかし、地域の課題が多

様化・複雑化し、公的サービスをはじめ、各機関の個別支援だけでは解決が困難なケースが増

加するなど、市民がお互いに助け合い、支え合う仕組みをつくる地域福祉の重要性が、より一

層高まってきています。それらの状況を踏まえ、すべての人々を対象とする地域福祉体制の確

立と「地域共生社会」の実現をめざして、「第３期飯塚市地域福祉計画」（以下、「本計画」とい

う。）を策定します。 
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２．計画の位置づけ 

 

本計画は、「第２次飯塚市総合計画」に則した福祉分野の計画です。そして、本計画は、福祉

分野の個別計画である「飯塚市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」「飯塚市障がい者計

画」「飯塚市障がい福祉計画」「飯塚市障がい児福祉計画」「飯塚市子ども・子育て支援事業計画」

との整合を図るとともに、これらの個別計画の横断的な地域の取り組み、地域福祉推進のため

の共通理念や福祉ビジョンを明らかにしていきます。 

また、地域福祉計画は、これから福祉以外の分野、例えば「地方創生」「防災」「教育」「交通」

「都市計画」等との連携が重要となります。本計画においても、そうした分野における個別計

画との整合、連携を図ります。 

なお、第３期計画から成年後見制度の利用促進に関する法律（平成 28 年５月）に規定する

「成年後見制度利用促進基本計画」を包含する計画として策定し、成年後見制度の周知や利用

環境の向上を図ります。 
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３．計画の期間 

 

本計画の計画期間は、令和５年度から令和 14年度までの 10年間とします。なお、今後社会

情勢の変化等により、必要に応じて見直しを行います。 

 

４．計画の策定体制及び策定の過程 

 

（１）飯塚市地域福祉計画推進協議会 

本計画が近年の社会潮流や本市を取り巻く現状を反映した上で、今後の地域福祉施策のあり

方を示した内容となるよう、地域福祉推進組織の代表者や地域活動団体の代表者等から構成さ

れる「飯塚市地域福祉計画推進協議会」において、本計画案の検討を行いました。 

 

（２）市民アンケート調査実施 

地域福祉に対する意識や地域活動への参加意向、支援を必要とする人に対する施策等、市民

視点から本市の地域福祉の状況や施策のニーズを把握することを目的として、市内在住の 18歳

以上の一般市民 3,000人を対象に、６月中旬から７月中旬の間にかけて、地域福祉に関する市

民アンケート調査を実施しました。 

 

（３）関係団体ヒアリング調査の実施 

福祉に関わる団体に対して、現状における課題や共生社会を構築していくために必要なこと

等のヒアリング調査を行いました。 

 

（４）地域の取り組み状況調査の実施 

第２期計画期間における各地区の福祉に関する取り組み状況や地域の福祉課題を把握するた

め、市社会・障がい者福祉課担当職員及び市社会福祉協議会地区担当者が市内 20 地区（校区）

の地区社会福祉協議会やネットワーク委員会にお伺いし、会長等役員の方々より聞き取り調査

を実施しました。 

 

（５）市民意見募集の実施 

 

 ＜後日記載＞ 
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第 2章 飯塚市の地域福祉を取り巻く状況 
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１．人口・世帯の状況 

（１）人口 

本市の総人口は、平成４年 10 月１日現在で、125,912 人です。平成 25 年からは 5,740 人、

平成 29年からは 3,999人の減少となっています。 

年齢３階級別の推移をみると、年少人口、生産年齢人口は減少傾向にあり、高齢者人口は増

加しています。年齢３階級別の構成割合をみると、年少人口は大きな変化はありませんが、生

産年齢は減少傾向、高齢者人口は増加傾向にあります。 

 

 

【人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢３階級別割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：住民基本台帳（各年 10月１日） 
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 年齢３区分別人口の推移を男女別にみると、各年ともに高齢者人口で女性の数が男性を大き

く上回っています。 

 

 

【男女別、年齢３区分別人口の推移】 

 

 

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年 10月１日） 
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本市の人口構造を、令和４年 10月１日現在の男女別５歳年齢別ピラミッドでみると、男女と

もに 70～74歳の人数が最も多くなっています。まもなくこの年代が後期高齢者となり、いわゆ

る「2025年問題」が、現実的な問題となりつつあります。 

年少人口では低い年齢層ほど人数が少なくなっており、今後も少子化傾向は続くものと考え

られます。 

 

 

【５歳年齢別人口ピラミッド】 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（令和４年 10月１日） 
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令和４年 10月１日現在の地区別人口をみると、片島地区、立岩地区、二瀬地区、鎮西地区、

楽市西地区、平恒地区、椋本地区を除く地区では、高齢者の割合が高く、いずれも 30％以上と

なっており、高齢化が進んでいる状況にあります。40％を超えている地区は、５地区あります。 

 

【地区別年齢３階級別構成比率】 
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（２）人口動態 

 人口動態をみると、出生数は、平成 24年度で 1,099人、平成 29年度で 1,033人、令和３年

度で 887人となっています。一方、死亡数は、平成 24年度で 1,422人、平成 29年で 1,479人、

令和３年度で 1,694人と増加傾向にあります。一貫して、自然減となっています。 

 社会動態をみると、平成 24年度以降転入・転出とも 4,500人前後で推移しています。 

 

 

【自然動態（出生数と死亡数の推移）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会動態（転入数と転出数の推移）】 

 

 

 

  

資料：市民課 
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（３）世帯の状況 

 本市の総世帯数は、令和４年 10月１日現在 63,735世帯となっており、１世帯当たりの人員

は 1.98となっており、2.0を切っています。 

 世帯数は平成 24年度より増加しており、一方１世帯当たりの人員は減少し続けています。 

 世帯数の推移を家族類型別にみると、ひとり暮らし世帯が一貫して増加傾向にあります。 

 

 

 

【総世帯数と１世帯当たり人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族類型別世帯数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年 10月１日） 

資料：国勢調査 
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２．支援を必要とする人の状況 

（１）高齢者の状況 

本市の介護保険の要介護（要支援）認定者数は、令和４年 10月１日現在 8,578人となってい

ます。であり、平成 25年以降増加傾向にあります。要介護（要支援）認定率（高齢者人口に占

める認定者（第１号被保険者）の割合）は、平成 27年以降漸減傾向にあります。 

 

 

【要介護（要支援）認定者数・認定率の推移】 

 

  

資料：高齢介護課（各年 10月１日） 
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高齢者のいる世帯は、近年増加傾向にあります。特にひとり暮らしの増加が顕著であり、高

齢者のいる世帯に占める割合は、平成17年の28.0％から令和２年には35.8％となっています。 

 

 

【高齢者のいる世帯の状況】 

（高齢者のいる世帯に占める各形態の割合：構成比②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※構成比①：全世帯に占める割合 

※構成比②：高齢者のいる世帯に占める割合 

 

  

資料：国勢調査 
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（２）障がい者の状況 

 令和３年３月 31日における、身体障がい者手帳所持者は 6,058人、療育手帳所持者は 1,419

人、精神障がい者保健福祉手帳所持者は 1,100人となっています。 

 

 

【障がい者手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：社会・障がい者福祉課（各年度３月 31日現在） 

注）２種類以上の手帳所持者の人数はそれぞれに計上してい

る。 
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障がい者のいる世帯は、令和４年９月現在で、各手帳所持者が 7,768世帯、自立支援医療利

用者（精神）が 1,999 世帯となっています。 

なお、これらの障がい者のいる世帯の約 35％は障がい者だけで生活している世帯で、障がい

者の単身世帯の割合は、平成 29年に比べ増加しています。 

 

【障がい者の世帯状況】 

 

 

 

 

 

 

  

資料：社会・障がい者福祉課 
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資料：国勢調査 

（３）子ども・子育て家庭の状況 

 本市の 18歳未満の人口は、令和４年 10月１日現在で 19,501人となっています。平成 29年

からは減少傾向にあります。総人口に占める割合は、15％台で推移しています。 

 

 

【児童人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ひとり親世代の推移をみると、令和２年では母子世帯が 1,147 世帯、父子世帯が 77 世帯と

なっています。平成 27年から令和２年にかけて、母子世帯、父子世帯ともに減少しています。 

 

 

【ひとり親世帯の推移】 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年 10月１日） 
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資料：子育て支援課（年度末３月 31日現在、但し令和４年は 10月１日現在） 

資料：生活支援課（各年 10月１日現在） 

資料：生活支援課（各年度実績、但し令和３年度は 10月１日現在） 

 「児童扶養手当」の受給世帯は、令和４年 10月 1日現在で 1,617世帯となっています。平成

28年より減少傾向にあります。 

 

【児童扶養手当受給世帯の状況】 

 

 

 

 

（４）生活困窮者の状況 

 令和４年 10月 1日現在、生活保護世帯は 4,012世帯、保護人員は 5,195人、保護率は 41.4％

となっています。これらは減少傾向にありますが、高齢者世帯の生活保護世帯が増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

生活自立支援相談室における相談件数をみると、新型コロナ感染症の影響と考えられます

が、令和２年度に 959件と一気に増加し、相談受付後の支援申込件数も 773件となっていま

す。 
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資料：市民課（住民基本台帳：各年 10月１日現在） 

（５）その他 

 外国人登録人口・世帯は、令和４年 10月１日現在で、1,519人、948世帯となっています。

国籍別にみると、大韓民国が 481人、中華人民共和国が 206人、フィリピン共和国が 128人と

なっています。 
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３．地域福祉に関する社会資源の状況 

 

■地域福祉を推進している主な団体等 

 

（１）民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員とは、民生委員法、児童福祉法に基づき市町村単位に配置され、厚生労

働大臣から委嘱されている非常勤の公務員です。社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に

立って相談に応じ、必要な援助を行うことにより、社会福祉の増進を図ることを目的としてい

ます。 

令和４年 10月１日現在の民生委員・児童委員は 285人（うち主任児童委員、26人）です。 

 

■民生委員・児童委員の主な活動 

①社会調査、②相談、③情報提供、④連絡通報、⑤調整、⑥生活支援、⑦意見具申 

 

（２）福祉委員 

 福祉委員は、地域の要援護者見守りネットワークの中心を担う人材として、自治会長と民生

委員の合議により推薦され、市社会福祉協議会会長が委嘱します。 

令和４年 10 月１日現在で 560 人の福祉委員が市内全域で活動しており、その活動記録は毎

月民生委員により取りまとめられ、自治会長、地区社会福祉協議会、市社会福祉協議会がその

情報を共有する仕組みになっています。 

 

（３）人権擁護委員 

人権擁護委員は、市町村の区域で人権擁護活動を行うことを目的として法務大臣から委嘱さ

れている民間の人たちです。市内には、令和４年 10月１日現在で 18人の人権擁護委員が、日

常生活の中で人権尊重思想の普及高揚を図るとともに、人権侵害による被害者を救済し人権を

擁護していくための活動を行っています。 

 

（４）保護司 

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアで、保護司法

に基づき、法務大臣から委嘱されています。市内には、令和４年３月 31日現在で 95人の保護

司が、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性を活かし、保護観察官と協

働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たし

たとき、スムーズに社会生活を営めるよう、住居や就業先などの調整や相談を行っています。 
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（５）自治会 

自治会は、住民の知恵と工夫と参加により地域課題の解決を図りながら、住みよい地域づく

りを行っており、地域コミュニティを形成する最も基本的で重要な団体です。同時に、行政と

ともに地域福祉を担う組織的基盤でもあります。 

本市では、令和４年 10 月１日現在で 272 の自治会が置かれ、住民自治を進めるための活動

を行っています。 

 

■自治会の主な役割と活動例 

①親睦活動 

夏祭り（盆踊り）、もちつき、運動会、スポーツ大会、 地元 広報紙の発行など 

②共同防犯・防災 活動 

防犯灯の設置や管理、防犯パトロール、行政防災無線の運営、学童の交通指導、災害発生時

の対応 など 

③環境整備活動 

自治公民館・ごみステーションの管理、道路や公園の清掃、花壇の整備、廃品回収など 

④行政補助機能 

市報等各種行政連絡の伝達など 

⑤団体要望活動 

行政への要望・陳情など 

⑥地域の調整・代表機能 

地域内の意見調整、他地域との連携・調整のための協議など 

⑦生涯学習活動 

趣味の講座、 学習活動の発表会など 

⑧地域福祉活動 

敬老会、いきいきサロン活動、ひとり暮 らし高齢者の見守り活動、非行防止パトロール、募

金など 

⑨地域文化活動 

どんど焼き、地域文化の 伝承など 

 

【自治会加入率の推移】 
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（６）社会福祉協議会 

社会福祉協議会とは、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、社会福祉法に

規定された高い公共性を有する民間組織です。市社会福祉協議会は、日常生活圏域をエリアと

する小地域福祉活動、個別支援活動の核となる権利擁護センター事業、市民参加促進の基調と

なるボランティアセンター事業の充実を３つの柱とし、地域福祉の総合的発展を目指していま

す。 

市内全域をカバーする 20 の地区社会福祉協議会は小地域福祉活動推進の要となる組織であ

り、いきいきサロン、福祉委員研修、ねんりんバスハイク、ひとり暮らし高齢者会食会、ふれ

あい電話、長寿弁当、グラウンドゴルフ大会、男性料理教室、地区団体助成等の諸活動を、各

地区の地域福祉ネットワーク委員会と一体的に展開しています。 

 

（７）ＮＰＯ・ボランティア 

ボランティアとは、より良い社会づくりのために、自発性（自由意思）、無給性（無償性）、

公益性（公共性）等に基づいて、技術的な援助や労力の提供等を行う市民のことです。 

また、ＮＰＯとは、Non Profit Organizationの略であり、「民間非営利組織」として、市民

公益活動に取り組む組織（団体）のことをいいます。本市では、令和 4 年 10 月 1 日現在で 50

の団体が登録されており、保健福祉の増進、社会教育の推進、まちづくり、文化・芸術・スポ

ーツの振興、環境保全、人権擁護等多方面にわたり活動が行われています。 
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■市内の主な社会資源の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分野別の主な施設 

地域住民の身近な資源 
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■地域福祉に関する圏域 

 

地域福祉の推進にあたり、地域の捉え方や地域活動の範囲は、事業や活動の内容、目的等に

より、その時々で異なります。 

本計画では、住民自身がより身近な地域の取組や課題を認識し、地域の実情に合った地域活

動を行うことができるよう、地域の範囲を「市全域」、「中（小）学校区」、「自治会」、「近隣・

隣組」という４つの階層に分け、適切な範囲で取組を推進します。 

 

■地域の範囲イメージ 
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４．第 2期計画のふり返り 

 

 第３期飯塚市地域福祉計画の策定に先立ち、第２期計画における「公助」と「共助」の取り

組みに対する総括を行います。 

 

【基本目標１】  お互いを大切にし合うひとづくり 

(1)人権の尊重と地域福祉の意識醸成 

主な取り組み 区分 内容 

人権の尊重を基

盤とした福祉意

識の向上 

公助 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため講演会等に人を集める事が

難しく、他の手段での啓発を検討することが必要となっています。 

 内容や開催の時間帯などの検討を行い、より参加しやすく参加者が満

足する教室や行事になるよう検討する必要があります。 

共助 

 若い世代は平日や昼間の研修会等に参加できない人が多く、他方で、休

日開催の場合は、子どもの部活動や個人的な事由等で参加が見込めな

い人たちもいるため、研修やイベントの開催曜日や時間を考える必要

があります。 

 コロナの関係で講演会や研修会のほとんどが中止となっている。代わ

りの行事も検討しているが、基本的に人を集めることができない。 

地域活動への参

加を高める意識

づくり 

公助 

 まちづくり推進課と連携して、引き続き住所異動した方に対して自治

会への加入の促進を行う必要があります。 

 世帯分離により、住民基本台帳上の世帯数が増加しており、自治会加入

率低下の一因となっています。 

共助 

 自治会に加入しない若年層の増加や、高齢等を理由とする脱会により

自治会加入者が年々減少している。 

 自治会自体の存続が難しく、解散した自治会がある。 

 生活の多様化により絆が薄らいでいる。 

 

(2)地域福祉の担い手づくり 

主な取り組み 区分 内容 

活動へのきっか

けづくり 

公助 

 認知症サポーター養成講座は、年々受講者の減少がみられており、近年

は新型コロナの影響で、さらに半減しています。 

 参加者が減少傾向にあるので、今後も広報いいづか・ホームページ・SNS

を活用し、幅広い層へ情報の提供を行っていく必要があります。 

共助 

 地域活動の担い手が高齢化するとともに、後継者が不足しています。 

 仕事をしている若い世代の地域行事への参加が少なく、担い手が育た

ない状況にあります。 

 色々な団体の役職を兼務している場合もあり、1人の負担が大きくなっ

ています。 
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(3)多様な地域福祉活動の促進 

主な取り組み 区分 内容 

活動しやすいフ

ィールドづくり 

公助  地域福祉ネットワーク委員会は、地域の福祉活動を支える基礎団体と

して大きな役割を果たしていることから、今後も継続して支援してい

くことが不可欠です。 

 新型コロナウイルス感染拡大のために、公共施設の利用者が大幅に減

少しています。新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、公共施設の運

営やその活用に努める必要がある。 

 今後も、市報ホームページ等を活用し、活発に情報提供を行っていく必

要があります。 

共助  団体活動の財源である地区社協からの助成金が減少傾向にあり、活動

が縮小しています。 

 ボランティアが高齢化しており、活動を継続するうえで後継者の育成

が課題となっています。 
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【基本目標２】支え合う地域づくり 

 (1)地域における交流活動の促進 

主な取り組み 区分 内容 

地域での交流の

機会づくり 

公助 
 新型コロナの関係でイベント中止や縮小開催が多く、交流の機会が減

っています。 

共助 

 新型コロナの関係でイベントを中止した地区があり、実施した地区で

も、例年より参加者が減少しているところが多くなっています。 

 役員等の高齢化と後継者不足により、交流の場を継続して運営するた

めの担い手がいなくなってきています。 

 交流事業の会場、ボランティア、高齢の参加者の移動手段の確保が難し

い状況にあります。 

 少子化や習い事のため、地域の行事に参加する子どもが減少しており、

また小学校の統合により、従来の校区行事の実施場所や実施形態を検

討する必要がでてきています。 

活動の場の利用

促進 

公助 
 内容や開催の時間帯の見直しなどの検討を行い、より参加しやすいも

のにしていく必要があります。 

共助 

 地域の活動拠点である公共施設がバリアフリー化されていない状況に

あります。 

 小中一貫校の施設（グラウンド等）は、学校の行事が優先され、使用の

予約が取りにくい。 

 

(2)地域における見守り体制の強化 

主な取り組み 区分 内容 

地域の困りごと

を把握するしく

みづくり 

公助 

 悪質商法が多様化しており、さらなるトラブル増加が想定され、特に高

齢者に対する啓発活動を強化する必要があります。 

 災害時や平時における地域の見守り活動を推進していく必要がある

が、名簿の登録人数が他市と比較しても非常に多いため、台帳の更新作

業や災害時平時の見守り等、民生委員をはじめとする地域の関係者に

とって、かなり大きな負担となっています。そのため、適切な登録者数

（災害時に地域等で見守り活動等が可能な人数）に近づけていけるよ

うに検討していく必要があります。 

共助 

 電話訪問の対象者や、心配ごと相談の件数が減少傾向にあります。 

 長寿弁当等はボランティアの高齢化と新型コロナ対策が課題となって

います。 

地域での見守り

活動の促進 

公助 

 認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業及び認知症高齢者等個人

賠償責任保険事業における登録者の促進に努める。また、地域で開催さ

れる徘徊模擬訓練等にも積極的に参加していくことで各地域での認知

症高齢者に対する意識の共有に努める。 

共助  民生委員が高齢化し、業務の負担感が増しています。また、今の状況で
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対象者に訪問することに対して躊躇してしまうことがある。 

 徘徊や認知症の情報が不足しており、また児童虐待も把握に限界があ

ります。 

 子供の見守りについて、市全体では実施区地区が少ない。 

 

 

(3)災害時の避難行動要支援者に対する支援体制の充実 

主な取り組み 区分 内容 

避難行動要支援

者の情報把握 

公助 

 災害時や平時における地域の見守り活動を推進していく必要がある

が、名簿の登録人数が他市と比較しても非常に多いため、台帳の更新作

業や災害時平時の見守り等、民生委員をはじめとする地域の関係者に

とって、かなり大きな負担となっています。そのため、適切な登録者数

（災害時に地域等で見守り活動等が可能な人数）に近づけていけるよ

うに検討していく必要があります。 

共助 

 避難行動要支援者名簿の個人情報の取扱いに苦慮している状況にあり

ます。 

 災害時に避難をすることが出来ない人をどう救うのか、どこまでする

のか、明確な決まりがなく、どうしたらよいか分からないことが多くあ

ります。 

災害時支援体制

の確立 

公助 

 自主防災組織設立後の支援についての検討が必要となっています。 

 災害発生時に避難行動要支援者が安心して避難生活ができる体制を整

備する必要があります。 

共助 

 防災意識があまり高くない地区もあり、地域住民の水害等に関する防

災意識を高める取り組みが必要があります。 

 避難所のバリアフリー化が進んでいないため、身体障がい者等の方へ

の対応に課題があります。また、交通手段がないため、避難させる方法

がないところも見受けられます。 
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【基本目標３】つながるしくみづくり 

 (1)情報提供体制の充実 

主な取り組み 区分 内容 

情報提供方法の

充実 

公助  今後もホームページや市報でのサービスの情報提供に取り組む必要が

あります。 

共助  各地区だより等の配布作業が負担になっています。 

情報バリアフリ

ーの推進 

公助   

共助  各地区だより等の配布作業が負担になっています。 

 

(2)相談体制の充実 

主な取り組み 区分 内容 

相談体制の充実 

公助 

 支援が必要な人に、その人の抱えている問題に応じた相談窓口の情報

を確実に届けることが必要となっています。 

 虐待相談件数の増加に伴い、家庭児童相談件数が大幅に増加していま

す。 

 オンライン相談等も導入し、サービスに繋がりやすい体制の整備が必

要です。 

共助 

 福祉委員は就労者が多く、平日の活動が困難な人もいます。また、福祉

委員の高齢化による後継者の確保が課題となっています。 

 民生委員と福祉委員の合同会議の日程調整が難しく回数が増やせない

ため、情報共有の場が少なくなっています。 

 各種サービス等に関する地域の関係者の知識が不足しています。 

相談窓口間の連

携 

公助 

 複合的な課題を抱えた相談者に対応するため、一箇所で複数の相談に

応じる窓口を設置する等、各種機関と連携による相談体制の拡充を図

る必要があります。 

 障がい支援に関する機関に対し周知を行うとともに、連携を強化し、相

談支援体制を一層充実させる必要がある。 

共助  

 

 

(3)権利擁護体制の充実 

主な取り組み 区分 内容 

権利擁護体制の

充実 

公助 
 認知症高齢者等の増加が想定されるため、成年後見をはじめとする権

利擁護全般において周知啓発に努めていく必要があります。 

共助  

福祉サービスの

質の向上 

公助 

 福祉サービスの質の向上のためには、所内研修の実施等、引き続き継続

的にケースワーカー、査察指導員の資質向上に努めることが必要で

す。。 

共助  
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(4)地域のネットワークの強化 

主な取り組み 区分 内容 

要支援者を支え

るネットワーク

づくり 

公助  まちづくり計画、事業内容を再検証し、活動成果を充実させる必要があ

ります。参加参画人員の偏りを生じさせず、若者を取り込み、地域の人

材を育んでいくような仕組みづくりをしていく必要があります。 

 庁内での連携はもとより、地域包括支援センター、医療介護関係者や民

生委員をはじめとする地域の関係者等とも柔軟に連携しながら、孤独

死に至る可能性のある方について事前に把握することで、早期発見早

期対応に努める必要があります。 

共助  色々な団体の役職を兼務している人が多く、後継者もいないため負担

が大きくなっています。 

 認知症や徘徊等、家族が情報公開を拒否する場合があるため、周知が出

来ず、対応が困難になっています。 

 死亡や高齢化等の自治会脱退による人員減のため、共同募金額も減少

傾向にあります。 

団体間のネット

ワークづくり 

公助  全体会議や専門部会を開催し、関係機関との連携を図りながら地域課

題の解決に向けた支援体制を強化する必要があります。 

 地域包括ケアシステムの充実への一環として、在宅医療介護連携に取

り組んでいく必要があります。 

共助  
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５．各調査から見える課題 

 

（１）市民アンケート調査 

■地域の助け合いが必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害対策として、住民同士の日頃からのつながりと助け合いは必要だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「必要だと思う」が 68.7％を占めています。「わからない」が 20.9％、「必要だと思わな

い」が 6.5％で続いています。前回と比較すると、大きな違いは見られません。 

 多くの住民は、地域の助け合いが必要と思っていることが伺えます。 

 

多くの人が、災害時に住民同士の日ごろのつながりと助け合いが必要だと思っているこ

とが伺えます。 
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■「手助けして欲しい」と思うこと／「手助けできる」と思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ご近所の人とどのようなつきあいをされていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「短時間の子どもの預かり」「家事の手伝い」等のよりプライベートに近い領域では、手

助けして欲しいと思う割合も、手助けできると思う割合の低くなっています。しかし、「安

否の声かけ」「高齢者などの見守り」等ある程度の距離感が保たれる事柄については、手助

けして欲しいと思う割合も、手助けできると思う割合は高くなっています。 

前回と比較すると、「互いに相談したり、生活面で協力しあっている」「特に親しい人は

なく、外で会えば世間話をする程度のつきあいをしている」の割合が減少し、「あいさつは

するが、話をするほどのつきあいはしていない」の割合が増加しています。 
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■自治会活動等の地域活動や地域の行事へ参加されていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「関心はあるが参加していない」人の参加しない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「関心はあるが、参加していない」が 29.8％で最も高くなっています。次いで「機会が

あれば、参加・協力している」が 26.7％、「関心がないので、参加していない」が 24.4％

で続いています。 

「仕事を持っているので時間がない」が 43.8％で最も高く、次いで「健康や体力に自信

がない」が 27.4％、「一緒に活動する仲間や友人がいない」が 26.4％で続いています。 
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■「地域活動参加の状況」と「地域の助け合いが必要だと思いますか」のクロス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（地域活動に）「関心はあるが、参加していない」人の地域の助け合いに対する考えは、

地域活動に参加している人とあまり変わらないことが伺えます。地域の助け合いが必要と

感じ、地域活動に参加したいと考えている人たちが一程度いることが伺えます。こうした

人たちが参加しやすい環境を作ることが求められます。 
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■あなたが住んでいる地域のことで困っていることや課題だと感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会福祉サービスを充実させていくうえでの、行政と地域住民の関係について 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「特にない」が 35.9％で最も高くなっています。次いで「住民同士のまとまりや助け合

いが乏しい」が 17.9％、「防災・防犯への取り組みのこと」が 16.9％で続いています。 

前回と比較すると、「ひとり暮らしの高齢者や障がいのある人のこと」の割合が若干減少

しています。 

「福祉に関する課題については、行政も住民も協力し合い、ともに取り組む」が 39.4％で

最も高くなっています。前回と比較すると、「まず家庭や地域で助け合い、できない場合に行

政が援助する」が約 10ポイント減少しています。 
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■地域福祉の基盤整備のために、飯塚市はどのような施策を優先的に取り組むべきか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「高齢者や障がいのある人が、在宅生活を続けられなくなったときに入所できる施設を整

備する」（44.5％）、「高齢者や障がいのある人が、安心して在宅生活を続けられるサービス

提供体制を整備する」（40.6％）、「高齢者や障がいのある人、子ども連れ等、誰もが利用し

やすい道路や公共交通機関、生活環境を整備する」（39.6％）、「身近なところでの相談窓口

を充実させる」（38.7％）、「福祉サービスに関する情報提供や案内を充実させる」

（35.7％）こうした意見の割合が高くなっていることを考えると、 

・「高齢者になっても安心して暮らせるようにしてもらいたい」という意識があり、 

・「当事者になったとき、必要な情報を容易に得たいということや気軽に相談できるよう

にしてもらいたい」といった意識が多数あることが伺えます。 
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（２）団体ヒアリング調査 

 ヒアリングにおいて提出された課題をまとめると、次のようになります。 

 

■支援が必要な人にいかにアプローチしていくか 

ＳＯＳを出せない人、相談へ行こうとする気持ちにならない人、問題を隠そうとする人等が

おり、そうした本当に支援が必要な人に接近できる環境づくりが必要になっています。 

 

■地域との連携 

上記の人たちを把握するには、地域福祉に関わる各種団体と地域団体が連携する必要があり

ます。 

 

■情報の発信・共有 

上記の人たちが相談へと足が向くように、団体の情報発信のあり方を検討する必要がありま

す。 

 

■総合相談窓口 

相談の内容は、多様な問題が絡んでおり、1回で終わるものは多くはありません。そのため、

多くの機関が関わる必要があります。相談に来た人を各機関に回していくのではなく、関係す

る人たちが一度に集まる、相談のあり方が求められています。 

 

■お互いを知るための交流の場 

世代や属性を超えて交流できる空間が必要となっています。地域共生社会をつくるためには、

互いに理解し、多様性を認めることが必要となります。他者を知らないことが差別につながり

ます。さまざまな人が交流できる空間をより多く作ることが求められます。 
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６．地域福祉をめぐる課題まとめ 

 

（１）地域福祉を担う人たちの高齢化、後継者不足 

 ２期計画のふり返りにおいて、地域福祉を担う人たちの高齢化、後継者不足、ということ

が指摘されていました。しかし、市民アンケート結果を分析したところ、住民同士の付き合

いの深さは、浅めになりつつあるが、地域で助け合うという意識は維持されています。また、

地域活動に関心はあるが参加していない人たちがいます。そうした人は、時間がなかったり、

一緒に参加する人がいないという理由で参加していません。そのような問題をクリアできれ

ば、参加する可能性の高い人たちと考えられます。そうした人たちが地域活動に参加できる

よう、若い世代のライフスタイルに合わせる等、組織のあり方を柔軟に変えていく必要があ

ると考えられます。 

 

（２）地域内における連携 

 本市の世帯状況をみたところ、１世帯当たりの人員も減少し、また高齢者の一人暮らし世

帯も増加傾向にあります。また、団体ヒアリングにおいて、ＳＯＳを出せない人、相談へ行

こうとする気持ちにならない人、そうした本当に支援が必要な人に接近できることが必要だ

と指摘されています。そのためにも、地域福祉に関わる各種団体と地域団体が連携する必要

があります。地域福祉においては、自治会や民生委員・児童委員が中心的な役割を果たしま

す。団体と地域団体が連携し、地域課題を発見し、支援につないでいくためにも、先の（１）

の課題に対処する必要があると考えられます。 

 

（３）アウトリーチの取り組み 

 問題が可視化されておらず必要な支援が届いていない人に支援を届けるためにはアウト

リーチが必要となります。しかし、限られた資源のなかで、アウトリーチ活動を充実ことは

難しくあります。そのため、「地域づくり」のなかで、なんらかの形で地域福祉に関わる人た

ちを増やし、支援が必要な人を支援につなげていく可能性を拡大させていく必要があります。 

 

（４）総合相談窓口の設置 

第２期計画のふり返り、団体ヒアリング調査において、「総合相談窓口」の設置が必要と指

摘されています。子どもの事からの高齢の方、障がいをお持ちの方まで誰もが安心して相談

できるような仕組みづくりが必要となっています。 

 

（５）行政のコーディネート能力の向上 

市民アンケート調査において、市民の中でも、地域福祉における市民と行政とが「協働」

するべきという意識が多くなりつつあります。市民と行政の協働を進めていくためにも、行

政からの市民にとって分かりやすい情報発信が必要となります。さらに、地域生活課題を解

決していくためには、行政が関係団体の間を調整し、コーディネートしていく能力の向上が

求められます。  
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第 3章 計画の基本方針 
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１．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が社会的に孤立することなく、また社会的に排除されることなく、誰もが役割を持ちな

がら、地域に参加でき、お互いが支えあっていくことができる地域共生社会をつくることは、

少子高齢化・人口減少する社会においては、必要かつ不可欠なことです。 

地域共生社会の実現に向けた地域福祉の取り組みは、地域住民の暮らしに関わる地域生活課

題への包括的な支援や総合的な対応を地域づくりとあわせて進めることが不可欠です。 

地域福祉の推進には、市民の主体的な参画と協働による「ともに生きる地域社会づくり」が

求められます。それは、行政や特定の団体・企業・個人等が行うものではなく、市民すべてが

主体となって、一人ひとりの参画のもとに、それぞれの主体ができることを提供し合うことの

できる領域を広げていく、継続的な活動だと考えます。 

本市では、「第１期飯塚市地域福祉計画」より「お互いを尊重し、支え合い、助け合う 協働

の地域づくり」を基本理念に掲げて地域づくりを推進してきました。この基本理念には、地域

共生社会の理念が包含されています。そのため、本計画においても第２期計画から引き続きこ

の基本理念を掲げ、市民、事業所、市民団体、行政等が協働して、地域共生社会を実現できる

よう施策を展開していきます。 

 

 

■基本理念 

お互いを尊重し、支え合い、助け合う 

協働の地域づくり 

~誰もが安心して暮らせるまち いいづか~ 
 

 

  

「地域共生社会」とは 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主

体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会 （平成29年2月7日「我が事・

丸ごと」地域共生社会実現本部決定） 
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２．計画の基本目標 

 

基本理念の実現に向けて、３つの「基本目標」を設定し、市民と行政との協働により、地域

福祉の取り組みを進めていきます。この基本目標は、第２期計画の総括を踏まえて、第３期計

画の中で取り組むことが必要と考えられる課題を整理し設定しています。 

 

基本目標１ お互いを大切にし合うひとづくり 

地域住民がともに支え合い、地域をともに創る「地域共生社会」を実現し、地域福祉を推

進するためには、市民一人ひとりが地域や福祉に関心をもち、互いの違いや個性を理解し、

互いに尊重しながら、地域活動に参加することが必要不可欠です。市民の地域や福祉に対す

る意識や人権の啓発を図り、多くの市民が地域活動の担い手として参加することができるよ

う地域の環境を整え、地域福祉に参加しやすいまちづくりを目指します。 

 

基本目標２ 支えあう地域づくり 

市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域で助け合い・支え合いを行

うことが大切です。そのためには、地域や隣り近所との日ごろからのあいさつや声かけ等を

通じた顔の見える関係づくりが必要です。一方、隣人関係の希薄化や仕事・家事・育児等に

よる多忙により、悩みや不安を抱えながら相談することができない、またひとり暮らし世帯

内における問題や引きこもり等、支援につながりにくいケースも起きています。本計画では、

地域住民に対し、顔の見える関係づくりを促し、地域での助け合い・支え合いにつなげ、地

域団体、事業所、行政が互いに連携しあい、地域の課題を解決することができる体制を整え

ます。 

 

基本目標３ つながるしくみづくり 

子どもから高齢者まで誰もが、抱える生活上の問題について、気軽に相談できる体制をつ

くり、解決ができるような仕組みを整えます。生活課題が多様化・複雑化しており、一人ひ

とりの生活課題を受け止め、解決へつなぐための包括的な支援を行うとともに、個人の権利

が守られるよう権利擁護に努めます。また、福祉課題を解決する一つの手段である福祉サー

ビスの提供体制の強化を進め、誰もが、自分らしく生き生きと暮らせる地域づくりを目指し

ます。 
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３．計画の体系 

 

基本 

理念 

 
基本目標 

 
活動目標 

 

概要 

       

お
互
い
を
尊
重
し
、
支
え
合
い
、
助
け
合
う
協
働
の
地
域
づ
く
り 

～
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

い
い
づ
か
～ 

 

１ 

お互いを大切にし

合うひとづくり 

 
（１）住民主体の地域福祉 

 

主体的に活動する市民・団体

を育成する 

  （２）福祉活動に参加する

機会の提供 

 

住民が福祉活動に参加するき

っかけを提供する 

  （３）互いに支え合う意識

の醸成 

 

人権の尊重、多様性を承認す

る地域社会をつくる 

      

 

２ 

支えあう地域づく

り 

 （１）地域における交流活

動の促進 

 

さまざまな人たちが交流でき

る環境をつくる 

  
（２）地域ネットワークの

拡大 

 さまざまな地域活動団体が、

相互に協力できる関係を築く

ための機会を提供する 

  
（３）見守り体制の強化 

 

地域における見守り活動を促

進させる 

  （４）災害時の避難行動要

支援者に対する支援体制

の充実 

 

災害時に迅速に対応できる体

制をつくる 

      

 

３ 

つながるしくみづ

くり 

 
（１）情報提供体制の充実 

 

提供する情報の迅速化、バリ

アフリー化を促進する 

  （２）気軽に相談できる体

制づくり 

 

ワンストップで相談できる体

制の構築 

  
（３）権利擁護体制の充実 

 

すべての市民の権利を守る体

制の構築 

 

 

 


